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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、健全かつ競争力ある経営により企業価値を継続的に向上させていくために、コーポレート・ガバナンス体制の充実をはかり、経営の透明
性と加速化する経営環境変化への迅速な対応力を高めていくことが、重要な経営課題であると認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【株主の権利・平等性の確保】

株主総会参考書類や決算情報などのＩＲ情報について、当社のウェブサイト上における発信等により株主の権利行使・平等性の確保に努めており
ます。また、財務情報以外の情報提供も積極的に行ない、株主の当社への理解を図っております。

【株主以外のステークホルダーとの適切な協働】

イオングループ共有の行動規範である「イオン行動規範」及び当社が定める「コックス行動規範」、「コックスビジネス行動指針」に則り、お客さま、
地域社会、お取引先さま、株主さま、従業員等のステークホルダーの立場を尊重するよう取り組んでおります。

【適切な情報開示と透明性の確保】

発生事実及びその他重要事実に関する情報については、重要と考えられる会社情報の発生時点で、管轄部署は情報開示担当役員に報告し、重
要事実の確認を行ない、開示対象情報であった場合は、代表取締役社長に報告し、情報の社外への漏洩防止策を講じるとともに、速やかに開示
手続きを行なっております。決定事実及び決算に関する情報については、当社取締役会で決議・決定後、速やかに開示手続きを行なっておりま
す。また、非財務情報についてもウェブサイト等を通じて、積極的に開示しております。

【取締役会等の責務】

取締役会は、取締役会規則に則り、経営上の重要事項の決議を行ない、報告を受けます。取締役は、取締役会決議に基づき業務執行を行ない

、その状況を取締役会に報告しております。取締役の職務執行の法令・定款への適合性については、取締役相互で監視し合う他、監査役会に

よる監査を受けております。

【株主との対話】

半期毎に機関投資家向けに決算説明会を開催し、社長自身が決算の内容や事業の状況について説明しております。また、その内容はウェブサイ
トに公表しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

イオン株式会社 18,469,917 66.92

コックス社員持株会 543,625 1.97

マックスバリュ西日本株式会社 535,355 1.94

イオンフィナンシャルサービス株式会社 485,255 1.76

國府田　広明 365,600 1.32

株式会社ジーフット 250,000 0.91

三浦　孔路 228,500 0.83

コックス共栄会 228,202 0.83

三井住友信託銀行株式会社 209,000 0.76

モリリン株式会社 197,728 0.72

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――



親会社の有無 イオン株式会社　（上場：東京）　（コード）　8267

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 2 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

イオングループ各社とは店舗の賃借取引を行なっております。取引条件は、グループ企業以外の企業と同様、個別の交渉により決定し、公正かつ
適正な取引関係を維持しております。

また、当社は親会社と、資金の寄託運用取引を行なっております。資金の寄託運用は基本契約に基づき行なわれ、利率は市場金利を勘案し、決
定されており、当社取締役会は、その取引条件を把握し、取引の適正性、妥当性を判断しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社はイオン株式会社（純粋持株会社）を中心とするイオングループに属しております。イオン株式会社が、グループ戦略の立案、グループ経営
資源の最適配分、経営理念・基本原則の浸透と統制、共通サービスの提供などを担い、グループシナジーの最大化をはかる一方で、当社を含め
た各事業会社は、専門性を高め、地域に密着した経営を行なうことで、より一層のお客さま満足の向上をはかっております。

当社は、日常の事業運営にあたっては、独自の経営判断に基づき遂行しつつ、事業運営における重要な問題については、イオン株式会社との協
議、もしくはイオン株式会社への報告を行なっております。イオン株式会社ならびにグループ企業とは、相互に自主・独立性を充分に尊重しつつ綿
密な連携を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

若林　　泰 他の会社の出身者

湯澤　美和 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

若林　　泰 ○ 独立役員に指定しております。

長年の財務経理部門の経験に加え、三菱商事
株式会社の投資先企業６社へ経営幹部として
派遣された豊富な職務経験、特に一般消費者
を顧客とする事業会社での経営経験も豊富で、
これまで培われた人脈、ノウハウ、知見を活か
し多様な視点から当社経営に助言・指導をいた
だけるものと判断しました。

湯澤　美和 ○ 独立役員に指定しております。

海外資本の事業会社での経験、国内海外両方
の経営スタイルを経験し、多様な環境でキャリ
アを積み上げてこられました。また、内部監査
業務の経験も長く、当社のダイバーシティ経営
の推進及び、内部監査への助言・指導をいた
だけるものと判断しました。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、半期毎に開催される会計監査人の監査報告会に出席する他、必要に応じて会計監査人である有限責任監査法人トーマツと監査内

容、監査計画、監査実施状況などについて意見交換をしております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

古谷　憲介 他の会社の出身者 △

長谷部　啓 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

古谷　憲介 ○
1980年に親会社に入社し、30年間勤務し
た後、他の親会社の子会社の業務執行者
として10年間勤務しておりました。

親会社の子会社であるマックスバリュ東北株式
会社の取締役経営管理本部長をつとめてこら
れ、これまで培ってこられた豊富な経験と幅広
い見識を当社の監査体制に活かしていただけ
るものと判断しました。

長谷部　啓 ○ 独立役員に指定しております。

国税局での長年の税務経験により、幅広い知
見を有しており、経営全般の監視と有効な助言
を頂けるものと判断し、また、一般株主と利益
相反のおそれがなく、高い独立性を有している
と判断し、独立役員として指定するものであり
ます。



【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

第３４期定時株主総会において株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議いたしました。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

取締役に対する報酬等と当社の業績、株式価値との連動性をより一層強固なものとし、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクま
でも株主の皆さまと共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的として、株式報酬型ストッ
クオプションを導入いたしました。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役に対する2020年2月期の年間報酬総額は37,848千円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬限度額は、年額２億円以内であります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

内部監査組織として経営監査室を設置しており、専任2名が社外監査役と連携をはかりながら内部監査を実施しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　 当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効である

と判断し、監査役設置会社形態を採用しております。

　当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営会議があります。

　取締役会は期末現在で取締役５名で構成され、最高意思決定機関としての取締役会を毎月開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や
経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、経営会議は、取締役、常勤監査役、経営監査室
長及び本社の主要な部門の長が参加し、経営課題や全社的執行方針について審議、検討、報告することを中心に原則毎週１回開催しておりま
す。

　監査役は期末現在で社外監査役２名であり、取締役会と監査役会への出席及び取締役からの営業報告の聴取や経営監査室との情報収集の
ほか、重要な書類の閲覧等により、経営に関する監視、監査機能を果たしております。監査役会についても定期的に開催し、全取締役から担当業
務執行の報告を受けて意見具申を行なうなど、公正・客観的な立場から監査を行なっております。また、当社は社外監査役長谷部啓氏との間で会
社法第423条第１項の責任について、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。

　会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しております。顧問弁護士については、随時法令順守の指導と助言を受けております。

　また、金融商品取引法に基づく内部統制評価のため、経営監査室を設置しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由



　当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効である

と判断し、監査役設置会社形態を採用しております。

　監査役は、取締役会と監査役会への出席及び取締役からの営業報告の聴取や経営監査室との情報収集のほか、重要な書類の閲覧等により、

経営に関する監視、監査機能を果たしております。監査役会についても定期的に開催し、全取締役から担当業務執行の報告を受けて意見具申を

行なうなど、公正・客観的な立場から監査を行なっております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日の19日前に発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 毎年５月に開催しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期毎に決算説明会を開催し、社長自身が決算の内容や事業の状況等につ

いて説明しております。
あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ上においてＩＲ情報の開示を行なっており、決算短信、月次
売上速報、ニュースリリース等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲは財経部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

イオングループ共有の行動規範である「イオン行動規範」、及び当社が定める「コックス行
動規範」「コックスビジネス行動指針」に則り、お客さま、地域社会、お取引先さま、株主さ
ま、従業員等のステークホルダーの立場の尊重について規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、経営理念にある「お客さまのファッションやライフスタイルを彩る、本質的なゆたか
さ」を実現するため、2018年10月よりSDGs委員会を立ち上げ、社会問題に対し事業活動を
通じて「お客さまと共に」社会課題を解決していくための活動を開始致しました。SDGs委員
会では「働きがい」「街づくり」「環境保全」の大きく３つの柱で取組を進めて参ります。

　当連結会計年度においては、以下の活動を実施しました。

　「働きがい」のテーマとしては、生産性の向上を図りながらワークライフバランスを保つた
めに、本社のフリーアドレス化や、仕事と育児を両立しやすい環境整備に努めるリーダーと
してイクボスを育成し、イオン株式会社主催のダイ満足アワードにてイクボス賞の大賞を受
賞することができました。引き続き結果を残しつつ、部下の幸せを考えながら、仕事と私生
活を楽しむことができる上司の育成に取り組んで参ります。

　「街づくり」については、地域支援として対象商品の販売を通じ、購入金額の一部を各団
体へ支援する活動を行いました。主な取り組みとしては「さくら並木プロジェクト」（東日本大
震災の津波到達地に桜を植樹し、鎮魂、被害の風化防止、避難目標としての住民保護、景
観づくり、経済復興支援等を目指す活動）、「東北コットンプロジェクト」（東日本大震災の津
波により稲作が困難になった農地での綿の栽培と紡績、商品化、販売までを一貫して実施
する復興支援活動）を行いました。今度は店舗を軸としたさらなる地域支援を拡大しなが
ら、密接にお客さまと関わりを深めていきたいと考えています。

　「環境保全」については、森林保護を目的とした「FSC認証下げ札の使用」、リユースやリ
サイクルを目的とした「古着回収」、羽毛製品回収を促進する「グリーンダウンプロジェク
ト」、ウミガメの保護、海洋動物、海兵環境保全を目的とした「ブルーオーシャンプロジェク
ト」を実施しました。今後は二酸化炭素の排出を抑えるための取り組みや資材の削減に向
けたデジタル化の促進等に取り組んで参ります。

　来期については、業績を向上させながら社会貢献につながる取り組みを拡大させ、持続
可能な開発目標の達成に向け様々な取り組みを継続して参ります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　1.職務の執行にあたっては、グループ共有の行動規範である「イオン行動規範」および当社が定める「コックス行動規範」、「コックスビジネス

　　行動指針」を行動の基本とし、法令若しくは定款の違反を未然に防止する。

　2.当社は、取締役会・監査役会・会計監査人による経営管理体制を採っている。

　3.取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規則に則り、経営上の重要事項の決議を行ない、報告を受ける。

　　業務執行取締役は、３か月に１回以上自己の職務の執行状況を取締役会に報告する。また、取締役の職務執行の法令・定款への適合性

　　については、取締役相互で監視し合う他、監査役会による監査を受ける。

　4.当社は、監査役による監査の実効性を確保するため、社外監査役を選任するとともに、定期的に監査役会を開催し取締役から業務の執行

　　状況の報告を受ける。

　5.当社は、内部統制全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とし、常勤監査役が参加する内部統制委員会を設置する。内部統

　　制委員会は、内部統制担当責任者を指名し、各業務部門の長が適宜参画し、その事務局を総務担当部門に置く。内部統制委員会は、内

　　部統制のシステム構築のために規程・マニュアル類の整備や実務的対応策を策定し、所定の手続きにより承認を得て、各業務部門に展

　　開する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　1.取締役会、経営会議並びに重要な会議については、取締役会規則その他社内規程に従い適切に記録、保存及び管理を行なう。

　2.会社情報の正確かつ適切な開示を重視し、開示における社内体制を整備する。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　1.災害、環境、コンプライアンス等に係るリスクについては、内部統制委員会の実務的対応策の策定を受け、それぞれの担当業務部門にて

　　規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配付等により全従業員に周知させ徹底を図る。

　2.各業務部門は、それぞれの部門に関するリスク管理を行なう。各業務部門の長は、リスク管理の状況を内部統制委員会に定期的に報告

　　する。

　3.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては、一切の関係を遮断し、不当要求に対しては、総務担当部門が中心となり、

　　弁護士や警察等外部専門機関と連携し、毅然とした姿勢で対応する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　1.取締役の職務の執行の効率性を確保する体制として、取締役会を毎月１回定期的に開催し、また必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要

　　事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行なう。

　2.業務の有効性と効率性をはかる観点から、当社及び当社グループ経営に関わる重要事項については社内規程に従い、経営会議の審議を

　　経て、取締役会において決定する。

　3.取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、各業務部門の長らが迅速に遂行しているが、あわせて内部牽制機能を

　　確立するため、職務権限規程においてそれぞれの組織権限や実行責任者の明確化、適切な業務手続きを定める。

　4.当社は、中期経営計画を立案すると同時に、年度ごとに方針及び予算を策定している。各業務部門は、これを受けて部門方針と政策並び

　　に予算を作成し、これに基づく月次の業績管理を行なうとともに、四半期ごとに経営会議で部門政策の進捗管理を行なう。

（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　1.ステークホルダー及び地域社会との関係を構築するとともに、企業としての社会的責任を果たすため、コンプライアンス管理規程を作成し、

　　社内教育にも取り入れる。

　2.職場や業務で重大な倫理・コンプライアンス違反の事実、又はその疑いがある情報に接した従業員等が、その情報をコンプライアンス担当

　　部門に直接提供することができる内部通報制度を構築し、事実の早期発見、対策、及び再発防止に努める。

　3.内部監査部門として経営監査室を設置しており、各部門の業務プロセス等を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、取締

　　役会にも定期的に報告することにより業務改善に努める。

（６）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　1.親会社は、グループ会社向けの部門会議を定期的に開催し、法改正の動向・対応の検討、業務効率化に資する対処事例の水平展開等を

　　図っている。なお、具体的対応の決定は、各社の事情に応じて各社が決定するものとしており、当社としては水平展開候補事例の通知を受

　　ける他、コンプライアンス遵守状況等に係る報告等を適宜受ける体制としている。

　2.親会社等との賃貸借契約等の利益相反取引については、取締役会で投資採算等の審議を行ない、可及的に市場価格での取引として利益

　　を損ねない方策を講じる。

　3.グループ会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他社会規範を遵守し行なう。

　4.子会社においては、当社から役員を配置し、子会社を管理する体制とする。また、子会社の担当取締役は定期的に業務及び取締役の職務

　　の執行の状況を当社取締役会で報告するものとする。

　5.関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前審議を行ない、必要な管理を

　　行なう。

（７）監査役補助者の独立性等、監査役監査の実効性を確保する体制

　　 常勤監査役が監査計画案及び監査予算の策定、監査役会議事録作成等の業務を直接に実施することにより、監査業務の独立性の確保

　　　に努める。ただし、監査役が補助する使用人を求めた場合、補助業務をするものを配置する。

（８）取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告するための体制

　1.当社の取締役並びに子会社の取締役及び監査役は、当社の取締役会等の重要な会議において、適時担当する業務の執行状況又は監査

　　の実施状況の報告をする。

　2.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等は、監査役会の定めるところに従い、次の事項につき監査役の要請に応

　　じて必要な報告及び情報提供を行なう。

　　1)当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況

　　2)当社の内部監査を担当する部門の活動状況

　　3)当社の重要な会計方針、会計基準並びにその変更



　　4)重要開示事項の内容

　　5)重要な会議議事録並びに業務文書

　　6)当社に重大な損失が発生する可能性が生じた事実

　　7)その他監査役が必要とする情報

（９）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　　　当社は子会社も含め全使用人に対し、内部通報制度を周知し運用しており、前号の報告をしたことを理由に報告者が不利な取り扱いを

　　　受けないための対応を採る。なお、通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲である場合及び通報者が監査役への通報を希望する

　　　場合は速やかに監査役に通知する。

（10）監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　　　監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められない場合

　　　を除き、速やかに処理する。

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　監査役は、代表取締役及び取締役、並びに監査法人と、会社の課題、リスク、監査環境の整備、監査上の課題について、必要に応じ意見

　　　の交換を行なうものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力を排除することが企業の社会的責任であることを充分に認識し、反社会的勢力との関係を遮断し、これを排除する方針を
全従業員に明示いたします。また、反社会的勢力による不当要求への対応は、人事総務部を統括部署と定め、不当要求が発生した場合は、民事
及び刑事の法的対応を含め、外部専門家や捜査機関とも緊密な連携を構築し、組織として対応いたします。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（1）「発生事実及びその他重要事実に関する情報」の適時開示体制

　　重要と考えられる会社情報の発生時点で、管轄部署は情報開示担当役員に報告し、重要事実の確認を行ない、開示対象情報であった

　　場合は、代表取締役社長に報告し、情報の社外への漏洩防止策を講じるとともに、速やかに開示手続きを行なっております。

（2）「決定事実及び決算に関する情報」の適時開示体制

　　当社取締役会で決議・決定後、速やかに開示手続きを行なっております。


